
別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため

　移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。

③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

④差入保証金

　賃貸借契約で契約期間満了後に物件を明け渡す場合に敷金の一定割合を償却すると定められている場合

　定額法により一定割合を償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度                                                                      

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分                                                

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

　イ　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）



　　「地域包括支援センター」

　　「地域活動・交流事業」

　　「通所介護事業」（予防含む）

　　「居宅介護支援事業」（予防含む）

　　「介護予防支援」　

　　「生活支援体制整備事業」

　ウ　ぽこ・あ・ぽこ拠点（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「自立訓練（生活訓練）事業」

　エ　川崎市わーくす大師拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「特定相談支援事業」

　オ　ウィング・ビート拠点区分（社会福祉事業）

　カ　ミラークよこすか拠点区分（社会福祉事業）

　キ　横浜南部就労支援センター拠点区分（公益事業）

　ケ　中部就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　コ　湘南地域就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　　「障害者生活支援事業」

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   247,809,854            0    8,280,366  239,529,488

合            計   247,809,854            0    8,280,366  239,529,488

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

ぽこ･あ･ぽこ拠点における穴開け機(ポ/シコ-キソ 05-00)を廃棄したことから、国庫補助金等特別積立金を

1円取り崩した。

ぽこ･あ･ぽこ拠点における手押し車(ポ/シコ-キビ 02-00)を廃棄したことから、国庫補助金等特別積立金を

1円取り崩した。

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし



７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物(基本財産)   670,462,221  430,932,733  239,529,488

建物(その他)    14,576,197      406,932   14,169,265

車両運搬具    23,548,582   18,374,466    5,174,116

器具及び備品    29,881,857   21,112,301    8,769,556

有形リース資産     4,524,570    1,037,149    3,487,421

機械及び装置     2,967,735    2,821,219      146,516

ソフトウェア     1,412,800    1,003,490      409,310

無形リース資産     2,756,250    2,250,938      505,312

合            計   750,130,212  477,939,228  272,190,984

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    71,418,806             0    71,418,806

未収金     1,209,068             0     1,209,068

未収補助金    68,769,700             0    68,769,700

合            計   141,397,574             0   141,397,574

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．関連当事者との取引の内容                                                                      

該当なし

１１．重要な偶発債務                                                                                

該当なし

１２．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

○リース取引関係

　　・所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　リース資産の内容



　　　　その他の固定資産

　　　　　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点における介護保険システムのサーバー（器具及び備品）、

　　　　　ソフトウェア（無形固定資産）、パワーリハビリ機器一式（器具及び備品）である。



別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため

　移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

４．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



５．担保に供している資産                                                                            

該当なし

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    2,416,215     718,448   1,697,767

ソフトウェア      773,200     448,390     324,810

合            計    3,189,415   1,166,838   2,022,577

７．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金      589,453            0      589,453

未収金      966,068            0      966,068

合            計    1,555,521            0    1,555,521

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

該当なし

９．重要な後発事象                                                                                  

該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（新杉田地域ケアプラザ拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

．重要な会計方針の変更                                                                              

該当なし

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　　ア　地域包括支援センター

　　イ　地域活動・交流事業

　　ウ　通所介護事業(予防含む)

　　エ　居宅介護支援事業(予防含む)

　　オ　介護予防支援

　　カ　生活支援体制整備事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

　



４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）      891,000       4,974     886,026

車両運搬具   11,781,855  10,821,308     960,547

器具・備品    4,138,891   2,681,097   1,457,794

有形リース資産    4,524,570   1,037,149   3,487,421

ソフトウェア      239,201     154,701      84,500

無形リース資産    2,756,250   2,250,938     505,312

合            計   24,331,767  16,950,167   7,381,600

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   21,178,365            0   21,178,365

未収金      134,850            0      134,850

未収補助金      601,724            0      601,724

合            計   21,914,939            0   21,914,939

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

該当なし



１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

　○リース取引関係

　・所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　リース資産の内容

　　　　その他の固定資産

　　　　　通所介護事業におけるパワーリハビリ機器一式（器具及び備品）、通所介護事業及び居宅介護事業に

　　　　　おける介護保険システムのサーバー（器具及び備品）、ソフトウェア（無形固定資産）である。



別紙２

計算書類に対する注記

（ぽこ･あ･ぽこ拠点用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぽこ･あ･ぽこ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　自立訓練(生活訓練)事業　

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

　

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   247,809,854            0    8,280,366  239,529,488

合            計   247,809,854            0    8,280,366  239,529,488



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

穴開け機(ポ/シコ-キソ 05-00)を廃棄したことから、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

手押し車(ポ/シコ-キビ 02-00)を廃棄したことから、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（基本財産）   670,462,221  430,932,733  239,529,488

建物（その他固定資産）     9,386,797      209,964    9,176,833

車両運搬具     8,137,207    3,979,080    4,158,127

器具及び備品     7,862,267    7,588,320      273,947

機械・装置     2,351,385    2,204,871      146,514

ソフトウェア        84,933       84,933            0

合            計   698,284,810  444,999,901  253,284,909

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    19,300,397             0    19,300,397

未収金       108,150             0       108,150

未収補助金     4,806,788             0     4,806,788

合            計    24,215,335             0    24,215,335

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（川崎市わーくす大師拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) わーくす大師拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

　

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

車両運搬具    2,389,420   2,389,419           1

器具及び備品    4,773,246   4,096,477     676,769

機械及び装置      616,350     616,348           2

ソフトウェア      121,333     121,333           0

合            計    7,900,349   7,223,577     676,772

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   16,901,791            0   16,901,791

合            計   16,901,791            0   16,901,791

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（ウィング･ビート拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ウィング･ビート拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）    4,298,400     191,994   4,106,406

車両運搬具    1,119,140   1,119,139           1

器具及び備品      383,430     159,395     224,035

ソフトウェア       12,133      12,133           0

合            計    5,813,103   1,482,661   4,330,442

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    8,539,644            0    8,539,644

合            計    8,539,644            0    8,539,644

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（ミラークよこすか拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

該当なし

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ミラークよこすか拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪))

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩))

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品      104,328      35,223      69,105

合            計      104,328      35,223      69,105

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    5,176,983            0    5,176,983

未収金    3,810,516            0    3,810,516

合            計    8,987,499            0    8,987,499

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（横浜南部就労支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜南部就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品      983,179     578,754     404,425

ソフトウェア       60,667      60,667           0

合            計    1,043,846     639,421     404,425

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      892,973            0      892,973

合            計      892,973            0      892,973

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（湘南地域就労援助センター拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 湘南地域就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　　ア　雇用安定等事業

　　イ　生活支援等事業

　　ウ　就労援助センター事業

　　エ　障害者生活支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    6,040,984   4,684,908   1,356,076

ソフトウェア       72,800      72,800           0

合            計    6,113,784   4,757,708   1,356,076

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      194,980            0      194,980

未収補助金   29,264,375            0   29,264,375

合            計   29,459,355            0   29,459,355

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（中部就労援助センター拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 中部就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　　ア　雇用安定等事業

　　イ　生活支援等事業

　　ウ　就労援助センター事業

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

車両運搬具      120,960      65,520      55,440

器具及び備品    3,179,317     569,679   2,609,638

ソフトウェア       48,533      48,533           0

合            計    3,348,810     683,732   2,665,078

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      572,915            0      572,915

未収補助金   34,096,813            0   34,096,813

合            計   34,669,728            0   34,669,728

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし


